
アユの毛ばり釣り ６月１日～10月14日
アユのエサ釣り ９月１日～10月14日
ヤマメ・ニジマス釣り ３月１日～10月14日

アユ用しかけ
ヤマメ・ニジマス
用しかけ

ま
た
は

川釣り共通 釣りたい魚に応じて選ぶ

レ ン タ ル 内 容

釣りに必要な以下の道具一式をお貸しします。

手ぶらで
ＯＫ！

初めてでも安心！

前日19時まで予約可能

メンテも不要

※ 別途、遊漁料が必要です

※バケ鉤は別売り600円（税込）

※ブドウ虫は
別売り
15匹 350円
30匹 600円
（税込）



Ｑ ＆ Ａ

取組の実施 小田原市内水面漁業活性化協議会（早川河川漁業協同組合）
この取組に関するお問い合わせは、小田原市役所水産海浜課（TEL：0465-22-9227）まで

レンタルを
利用できる
人は？

①18歳以上の方は、身分証の提示をお願いします。
②13歳～18歳未満の方は、保護者の同意書付きの申込書を提出して下さい。
③13歳未満のお子様は、18歳以上の保護者と同伴の場合に限り、レンタル
できます。

遊漁料は？

①川釣りを行うためには、遊漁料が必要です。
②レンタルを行う「小田原F.B.C.」等でお支払いください。
③１日当たり、16歳以上の男性は1,300円、中学生・女性は650円、小学生以
下は無料です。

釣るときの
ルールは？

①釣る魚によって、期間が決まっています（表面参照）。
②ヤマメ・ニジマスは、全長12cm以下の魚は釣らないでください。
③遊漁券が監視員に見えるように、帽子や服に付けてください。
④その他のルールの詳細は、HPの遊漁規則をご確認ください。

壊しちゃっ
たら？

紛失や次の使用に支障があるほどの破損が生じた場合は、実費をお支払い
いただきます。

釣りは初めて
だけど大丈
夫？

①大丈夫です。仕かけをつけてお渡しします。釣り方もお伝えします。
②川沿いを歩きますので、歩きやすい靴、服装で来てください。
③今後の参考とするため、釣り具返却時にアンケートへの記入にご協力くだ
さい。


